
θ磁実識跖⊕χ 
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烋耨 」0 烝ǘ鏤 14 蹙  

 

莉暼藴朿033/8支実似旨宙黻脉 

θ楝晁跳つ腰裴燵け儁跳つ腰輪⊕蝠つ腰⊕湊蝠つχ 

こ18堙朝昨鎚←k ┦ 

 

粽掀p鴇把033/8使ブ済歳哉蘿禍楡  

藴歳哉033/8ゼ摩  

θ苗揺hるχ  

 

烋耨 」0 烝ǜ鏤通渗昨け儁㋷支実似旨昨癩黻kギ鍔っ削肴哉崎θ〛îχ 

 

烋標栽晒腰鑚p昨藴歳哉鴇把033/8跖九昨蘿禍削肴済擦裁崎腰駟慕昨皀誘本燦哉冴坂

済翌采採3/5あ裁琢砦擦際甑 

烋耨 」0 烝燵寤圍謦暼昨鶺ヹ削再冴三腰莉暼藴朿033/8支実似旨宙黻削逃傘け儁㋷支実

似旨昨癩黻kギ鍔削肴哉崎腰烋耨 」0 烝ǚ鏤 」1 蹙擦埼昨10煮乕18擦冴朔釛暼ɚ作乕18

碕細参崎哉傘雑昨削肴哉崎腰翌ブ枕畑h皿三烋耨 」0 烝ǜ鏤通渗朔慕⎨昨碕採三昨流膾

哉碕作傘踪昨〛î歳再三擦裁冴昨埼腰採î晒在裁擦際甑 

烋耨 」0 烝ǜ鏤通渗昨流膾哉削肴哉崎皀檮睛燦採庨哉哉冴裁擦際甑 

 

禽楝晁跳つθ支実似旨蛬盗ノ潰kχ 

 坤楝晁跳つへ佻穂潰k€毒墾毒嫡k埼再榊崎ǚ烝通琢曚妙10滽k埼再傘支実似旨蛬

盗ノ潰k昨釛暼乕18朔腰烋耨 」0 烝寤圍謦暼削皿三輪支実似旨蛬盗ノ潰k削皿傘楝晁跳

つヴき転耨削嫻咲采謚蝠削肴哉崎朔 10⊠㏌巸碕作傘甑θ逗鑢寤圍謦暼埼釛暼乕18昨牴

溺燦鶺ヹ着暼χ 

 罪昨冴薩腰㏌二檮ょ碕作傘宙黻脉削採栽参崎朔腰支実似旨蛬盗ノ潰k歳跳つ033/8廂

裏朔曚妙k€毒毒嫡k碕作傘皿妻皀檮睛燦採庨哉裁擦際甑 

 

禽輪⊕蝠つθ癩黻k里索支実似旨蛬盗ノ潰kχ 

坤輪⊕蝠つ癩黻k揜耨€毒θ癩黻kŹ瀧めゼ91腰支実似旨蛬盗ノ潰kŹ睛ぁゼ91χ墾

燦毒嫡裁冴雑昨碕札作際10煮乕18朔腰Ľ烝戻昨10煮乕18削皿三腰察碕珊鷺昨宙黻脉削

採哉崎檮睛︸札昨冴薩腰超烝燵鑽埼10煮乕18歳牴溺細参傘甑 

烋耨 」0 烝ǜ鏤通渗朔腰琢ぇ€毒θ睛ぁゼ91χ燦溜）裁崎哉作哉k朔腰支実似旨蛬盗

ノ潰k昨ギ鍔燦▕冴細作哉祭碕腰癩黻k昨妻阪直昨寤圍二暼ギ鍔θ穂潰k€毒毒嫡k

っ埼ズソ藴歳哉昨曚妙10滽ǖ烝通琢っχ燦▕冴裁崎哉作哉k朔寤圍二暼歳埼済作采作

傘祭碕削肴哉崎腰謦薩崎皀臙î哉冴坂済腰蹣鑢昨€毒溜）里索宙黻脉昨朝佻盆18昨コ

`裁燦採庨哉裁擦際甑 

作採腰輪⊕蝠つ昨癩黻k削肴哉崎腰_山妻k塁砕〛ざ質跳妹佻埼再傘k燦ǚ烝戻θ「0「1

烝ǚ鏤 」1 蹙擦埼χ腰輪⊕蝠つ癩黻k揜耨€毒瀧めゼ91燦毒嫡裁冴雑昨碕札作際乕18歳

碕晒参傘着暼埼際甑θ寤圍朔 10⊠㏌巸χ 

 



禽⊕湊蝠つθ癩黻k里索支実似旨蛬盗ノ潰kχ 

坤⊕湊蝠つ癩黻k揜耨€毒θ擦冴朔甓燵⊕湊藴朿謚蝠k揜耨€毒θ曚6€毒χχ墾燦

毒嫡裁冴雑昨碕札作際10煮乕18朔腰ǚ烝戻θ「0「1 烝ǚ鏤 」1 蹙擦埼χ獪摩細参傘祭碕

碕作三擦裁冴歳腰鑷溜）昨跏削肴哉崎ヴきɚ作溜）燦採庨哉裁擦際甑 

 

禽罪昨直 

翌ブ枕畑h昨〛î削ぇÓ昨碕採三腰通託昨ユ駟削皿傘癩黻k削肴哉崎朔逗鑢寤圍謦

暼削採哉崎牴溺雑零薩冴鶺ヹ燦着暼裁崎哉傘冴薩腰癩黻k昨ヴきɚ作€毒溜）燦採庨

哉裁擦際甑 
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研
修
要
件
に
関
す
る
平
成
3
0
年
3
月
3
1
日
ま
で
の
経
過
措
置

上
記
の
ほ
か
、
重
度
障
害
者
支
援
加
算
（
施
設
入
所
支
援
、
共
同
生
活
援
助
）
、
強
度
行
動
障
害
児
特
別
支
援
加
算
（
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
）
の
強
度
行
動
障
害
支

援
者
養
成
研
修
等
の
研
修
受
講
計
画
の
作
成
に
よ
る
経
過
措
置
も
平
成
3
0
年
3
月
3
1
日
ま
で
。

※
平
成
3
0
年
度
の
報
酬
改
定
時
、
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
暫
定
的
な
取
扱
い
（
初
任
者
研
修
修
了
し
３
年
以
上
実
務
経
験
の
あ
る
者
）
、

従
業
者
の
３
級
ヘ
ル
パ
ー
に
関
す
る
取
扱
い
は
、
見
直
し
さ
れ
る
予
定
。
他
の
要
件
を
満
た
す
よ
う
資
格
の
取
得
・
研
修
の
受
講
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
【
障
が
い
福
祉
に
関
す
る
各
種
研
修
情
報
】等
で
、
県
内
開
催
予
定
の
研
修
を
随
時
掲
載
（申
込
み
は
各
研
修
開
催
事
業
所
ま
で
）

関
係
職
種
等

研
修
要
件
等

経
過
措
置
の
内
容
（
平
成
3
0年
3
月
3
1日
ま
で
）

①
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者

児
童
発
達
支
援
管
理
責

任
者

実
務
経
験
を
満
た
す
者
で
あ
り
、
か
つ
サ
ー
ビ
ス
管
理

責
任
者
研
修
該
当
分
野
（
又
は
児
童
発
達
支
援
管
理

責
任
者
研
修
）
、
及
び
相
談
支
援
従
事
者
初
任
者
研
修

（
講
義
部
分
）
を
修
了
し
た
者

実
務
経
験
要
件
を
満
た
す
者
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等
と
し

て
配
置
さ
れ
る
事
業
所
が
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
１
年
間
は
研
修
要
件
を
満

た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
（
平
成
29
年
4
月
1
日
以
降
に
指
定
を
受
け
た
事

業
所
は
平
成
3
0
年
3
月
3
1
日
ま
で
）

②
同
行
援
護

（
従
業
者
）

同
行
援
護
従
業
者
養
成
研
修
（
一
般
課
程
）
修
了
者

居
宅
介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
者
等
及
び
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業

者
養
成
研
修
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

障
害
者
居
宅
介
護
従
業
者
基
礎
研
修
課
程
修
了
者
等

で
あ
っ
て
、
視
覚
障
害
を
有
す
る
身
体
障
害
者
又
は
障

害
児
へ
の
直
接
処
遇
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
１
年

以
上
有
す
る
者

障
害
者
居
宅
介
護
従
業
者
基
礎
研
修
課
程
修
了
者
等
に
つ
い
て
は
、
１
年

以
上
の
経
験
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
（た
だ
し
、
経
験
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
減
算
対
象
）

③
同
行
援
護

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
）
介
護
福
祉
士
等
、
居
宅
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任

者
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
り
、
か
つ
同
行
援
護
従
業

者
養
成
研
修
（
一
般
課
程
及
び
応
用
課
程
）
修
了
者

介
護
福
祉
士
等
、
居
宅
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
も

の
に
つ
い
て
は
当
該
研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

平
成
2
3
年
9
月
3
0
日
に
お
い
て
現
に
地
域
生
活
支
援
事
業
に
お
け
る
移
動
支

援
事
業
に
３
年
以
上
従
事
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
同
行
援
護
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
責
任
者
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
（
経
過
措
置
期
間
中
は

介
護
福
祉
士
等
の
資
格
も
不
要
だ
が
、
経
過
措
置
終
了
後
は
必
要
と
な
る
。
）

④
行
動
援
護

（
従
業
者
）

行
動
援
護
従
業
者
養
成
研
修
又
は
強
度
行
動
障
害
支

援
者
養
成
研
修
（
実
践
研
修
）
修
了
者
で
あ
っ
て
、
知
的

障
害
者
、
知
的
障
害
児
又
は
精
神
障
害
者
へ
の
直
接

支
援
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
１
年
以
上
有
す
る
者

初
任
者
研
修
修
了
者
等
で
あ
っ
て
、
知
的
障
害
者
、
知
的
障
害
児
又
は
精
神

障
害
者
へ
の
直
接
支
援
業
務
に
２
年
以
上
従
事
し
た
者
に
つ
い
て
は
当
該
研

修
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

⑤
行
動
援
護

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
）
行
動
援
護
従
業
者
養
成
研
修
又
は
強
度
行
動
障
害
支

援
者
養
成
研
修
（
基
礎
研
修
及
び
実
践
研
修
）
修
了
者

で
あ
っ
て
、
知
的
障
害
者
、
知
的
障
害
児
又
は
精
神
障

害
者
へ
の
直
接
支
援
業
務
に
従
事
し
た
経
験
を
３
年
以

上
有
す
る
者

介
護
福
祉
士
等
、
居
宅
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
要
件
を
満
た
し
、

か
つ
知
的
障
害
者
、
知
的
障
害
児
又
は
精
神
障
害
者
へ
の
直
接
支
援
業
務

に
従
事
し
た
経
験
を
５
年
以
上
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
当
該
研
修
を
修
了
し

た
も
の
と
み
な
す
。

（
参
考
）
平
成
2
9
年
度
愛
媛
県
集
団
指
導
資
料
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